
第 57 回山梨県環境保全審議会（令和 2 年 8 月 6 日開催） 
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１ 経緯 

・ 令和２年３月２７日に予定していた環境保全審議会は、新型コロナウ 

イルス感染症拡大防止のため、開催中止となった。 

・ そのため、山梨県環境保全審議会運営規程第６条第１項に基づき、審議

会長の同意を得て、令和２年２月２０日開催の温泉部会の議決を審議会の

議決とした。 

・ 部会の議決を審議会の議決としたことについて、同規定同条第２項に基

づき、審議会に報告し、承認を求めるもの。 

 

 

２ 山梨県環境保全審議会温泉部会の審議結果 

（令和２年１月７日付け大水保第２０５０号諮問事項） 

（１）山梨県環境保全審議会温泉部会の実施日時等 

   日 時：令和２年２月２０日（木） 午前１０時００分～ 

   場 所：山梨県防災新館４１１会議室 

 

（２）審議事項 

韮崎市旭町上條中割３５２－４における 

社会福祉法人あさひ会及び（不開示情報）の動力の装置について 

 

（３）審議結果 

結 果：条件を付して許可することが相当である。 

条 件：揚湯量は１分間に２００リットルを限度とすること。 

理 由：動力を装置する場合の指導基準では、「揚湯量は原則的に

毎分２００リットル以内」としている。指導基準を超えた

揚湯量について、今回申請のあった毎分３２０リットルで

許可する特別な理由がないため、本申請における揚湯量は

毎分２００リットルとすることが適切である。 
 

（４）委員の意見等 

・ 県から本案件について、申請者が現に毎分３１０リットル程度の揚

湯を行っており、指導しているところとの報告があった。 

・ これに対し、委員から、許可の条件である毎分２００リットルを超

えた揚湯を放置しないよう、対応を求める意見があり、県からは指導

を重ねていく旨の回答があった。 



 

 

 

 

資料：申請概要 

申

請

内

容 

申請者名等 
社会福祉法人あさひ会(山本 信)(山梨県韮崎市旭町上條中割４７３) 

（不開示情報） 

目 的 
現在許可されている揚湯量毎分２００リットルでは、利用施設でのかけ流

しに要する温泉が不足するため、揚湯量を増加する。 

利 用 計 画 介護老人保健施設、民間の公衆浴場における浴用、飲用利用 

申 請 地 山梨県韮崎市旭町上條中割３５２－４ 

掘 削 許 可 （許可年月日）平成６年１２月７日 

源 泉 の 状 況 
（自噴量）― 

（泉温等）（不開示情報） 

動 力 の 種 類 
温泉用水中モーターポンプ 

型式：FEH618/14-65-11 
出 力 １１ｋＷ 

揚 湯 量 毎分３２０リットル 全 揚 程 １５０ｍ 

着 工 予 定 ※既設 完 了 予 定 ※既設 

そ の 他 ― 

近
隣
の
状
況
等 

○申請地は一般地域である。申請地周辺６００ｍ以内に既存源泉はない。 

○温泉及び生活排水処理：下水道及び浄化槽 

○関係自治体からの意見（照会先：韮崎市） 

・動力設置予定地及びその周辺（６００ｍ）における騒音・振動規制等 

  源泉：規制区域外 

  周辺：騒音規制法第２種区域、振動規制法第１種区域、悪臭防止法Ａ区域 

（介護老人保健施設） 

・動力装置に伴う影響及び懸念される事項 

周辺住民からの騒音、振動等の苦情 

 

 

申請地付近の見取り図 

 

(C)INCREMENT P CORPORATION 

周辺６００ｍ以内に既存源泉はない（周辺の源泉は次のとおり）。 

・公共の既存源泉（利用中）：北東 約１，７７５ｍ 

・民間の既存源泉（利用中）：北東 約２，０３５ｍ 

 

 

 

 

普通保護地域 


